
  

（（１１））総総括括安安全全衛衛生生管管理理者者（（労労働働安安全全衛衛生生法法第第 1100 条条））  

事業者は、下記の業種・規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者、衛生管

理者を指揮して、労働者の危険又は健康障害を防止するための業務を統括管理させる必要がありま

す。 

① 常常時時１１００００人人以以上上のの労労働働者者をを使使用用する 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 

② 常常時時３３００００人人以以上上のの労労働働者者をを使使用用する 製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、

水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・

じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 

③ 常常時時１１,,００００００人人以以上上のの労労働働者者をを使使用用する 上記①、②以外の業種 
（（２２））安安全全管管理理者者（（第第 1111 条条））  

事業者は、常常時時５５００人人以以上上の労働者を使用する下記の業種の事業場ごとに、資格を有する者のうち

から、安全管理者を選任し、安全に係る技術的事項を管理させる必要があります。 

・ 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給

業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・

建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 
（（３３））衛衛生生管管理理者者（（第第 1122 条条）） 

事業者は、常常時時５５００人人以以上上の労働者を使用する事業場ごとに、資格を有する者のうちから、衛生管

理者を選任し、健康管理や作業環境等の労働衛生に係る事項を管理させる必要があります。 
（（４４））安安全全衛衛生生推推進進者者等等（（第第１１２２条条のの２２）） 

事業者は、常常時時１１００人人以以上上５５００人人未未満満の労働者を使用する事業場ごとに、下記①の業種の事業場は、

資格を有する者のうちから、安安全全衛衛生生推推進進者者を選任し、安全衛生業務を担当させる必要があり、下

記②の業種の事業場は、資格を有する者のうちから、衛衛生生推推進進者者を選任し、労働衛生業務を担当さ

せる必要があります。 

① 安全管理者を選任しなければならない業種と同じ 

② 上記以外の業種 
（（５５））産産業業医医（（第第 1133 条条））  

事業者は、常常時時５５００人人以以上上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選

任し、労働者の健康管理等を行わせる必要があります。 

ⅡⅡ  労労働働安安全全衛衛生生法法ににつついいてて    
 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（６６））作作業業主主任任者者（（第第 1144 条条））  

事業者は、下下記記のの危危険険又又はは有有害害なな作作業業について、資格を有する者のうちから作業主任者を選任し、

作業に従事する労働者の指揮等を行わせる必要があります。 

・ 高圧室内作業、ガス溶接作業、林業架線作業、ボイラー取扱作業、エックス線作業、ガンマ線透過

写真撮影作業、木材加工用機械作業、プレス機械作業、乾燥設備作業、コンクリート破砕器作業、

地山の掘削作業、土止め支保工作業、ずい道等の掘削作業、ずい道等の履工作業、採石のための掘

削作業、はい作業、船内荷役作業、型枠支保工の組立て等作業、足場の組立て等作業、建築物等の

鉄骨の組立て等作業、鋼橋架設等の作業、木造建築物の組立て等作業、コンクリート造の工作物の

解体等作業、コンクリート橋架設等作業、第一種圧力容器取扱作業、特定化学物質取扱等作業、鉛

作業、四アルキル鉛等作業、酸素欠乏危険作業、有機溶剤等作業、石綿等作業         

（※ 作業内容の詳細等は労労働働安安全全衛衛生生規規則則等等をを確確認認して下さい。） 
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１ 安全衛生管理体制 
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（（７７））安安全全委委員員会会（（第第 1177 条条））  

事業者は、、下記の業種の事業場ごとに、安全委員会を設け、労働者の危険防止に関する事項等を 

調査審議させ、意見を述べさせる必要があります。 

① 常常時時 5500 人人以以上上のの労労働働者者をを使使用用する 林業、鉱業、建設業、製造業（木材・木製品製造業、化学工業、

鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、自動車整備業、機械修理業に限る。）、運送業（道

路貨物運送業、港湾運送業に限る。）、清掃業 

② 常常時時 110000 人人以以上上のの労労働働者者をを使使用用する 上記以外の製造業（物の加工業を含む。）、上記以外の運送業、

電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、

各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 
（（８８））衛衛生生委委員員会会（（第第 1188 条条））  

事業者は、常常時時５５００人人以以上上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設け、労働者の健康障

害防止と健康保持増進に関する事項等を調査審議させ、意見を述べさせる必要があります。 
（（１１））事事業業者者のの講講ずずべべきき措措置置等等（（第第２２００条条～～第第２２５５条条））  

事業者は、労働者の危険又は健康障害を防止するため下記の措置を講ずる必要があります。 

① 機械・器具その他の設備、爆発性・発火性・引火性の物等や電気・熱等のエネルギーによる危険を防

止するための措置 

② 掘削、採石、荷役、伐木等の業務の作業方法から生じる危険を防止するための措置 

③ 墜落のおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するための措置 

④ 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体、放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、

異常高圧、排気、排液等による健康障害を防止するための措置 

⑤ 通路・床面・階段等の保全、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難、清潔に必要な措置 

⑥ 労働者の作業行動から生じる労働災害を防止するために必要な措置  

（（２２））労労働働者者のの遵遵守守義義務務（（第第 2266 条条）） 

労働者は、事業者が労働災害防止のために講じた事項を遵守する必要があります。 
（（３３））リリススククアアセセススメメンントト（（第第 2288 条条のの 22）） 

事業者は、建建設設物物・・設設備備・・原原材材料料・・ガガスス・・蒸蒸気気・・粉粉じじんん等等よよるる危危険険性性又又はは有有害害性性等等及及びび作作業業行行動動そそのの

他他業業務務にに起起因因すするる危危険険性性又又はは有有害害性性等等をを調調査査し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防

止するための必要な措置を講ずるよう努める必要があります。 

なお、一一定定のの化化学学物物質質は、第第 5577 条条のの３３により必ず危険性又は有害性等の調査を行う必要があります。

３ 機械並びに危険物及び有害物に関する規制 

２ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 

（（１１））機機械械等等にに関関すするる規規制制（（第第 3377 条条～～第第 4400 条条、、第第４４２２条条、、第第４４５５条条））  

機械等は、下記の規制があります。 

① 特に危険な作業を必要とするボボイイララーー、、ククレレーーンン等等のの機機械械ののううちち一一定定のの条条件件以以上上のの「「特特定定機機械械等等」」

を製造する者は、労労働働局局長長のの許許可可を受ける必要があります。 

また、製造、輸入した際等は、労働局長等の検査を受検し、検検査査証証の交付を受ける必要があり、検

査証がないと特定機械等を使用することや譲渡等ができません。  
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（（１１））安安全全衛衛生生教教育育（（第第 5599 条条）） 

事業者は、労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときは、 

安全又は衛生のための教育を行う必要があります。 

また、特定の危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行う必要があります。

（（２２））職職長長等等のの教教育育（（第第 6600 条条））  

事業者は、新たに職務に就くことになった職長等に、作業方法の決定、指導監督の方法等につい

て、安全又は衛生の教育を行う必要があります。 
（（３３））就就業業制制限限（（第第 6611 条条））  

事業者は、ククレレーーンンのの運運転転そそのの他他のの業業務務でで特特定定のの危危険険業業務務については、免免許許をを受受けけたた者者又又はは技技能能

講講習習をを修修了了ししたた者者等等のの資資格格をを有有すするる者者でないと就かせてはなりません。 

また、その資格を有しない者は、その業務を行うことができません。 
（（４４））中中高高年年齢齢者者、、身身体体障障害害者者へへのの配配慮慮（（第第 6622 条条））  

事業者は、中高年齢者、身体障害者等の労働災害の防止に当たって特に配慮を要する者について、

心身の状態に応じ適正な配置に努める必要があります。 
（（１１））作作業業環環境境測測定定（（第第 6655 条条、、第第 6655 条条のの 22））  

事業者は、有有害害なな業業務務をを行行うう屋屋内内作作業業場場等等について、作業環境測定を行い、その結果を記録し、改

善の必要があるときは、適切な措置を講じる必要があります。 

（（２２））危危険険物物及及びび有有害害物物にに関関すするる規規制制（（第第 55５５条条～～第第 55８８条条））  

化学物質等は、下記の規制があります。 

① ベベンンジジジジンン等等の労働者に重度の健康障害を生じさせる有害物は、原則と 

して、製製造造、、輸輸入入、、譲譲渡渡、、提提供供、、使使用用ががででききまませせんん。 

② ジジククロロルルベベンンジジジジンン等等の労働者に重度の健康障害を生じさせる有害物の 

製造者は、厚厚生生労労働働大大臣臣のの許許可可を受ける必要があります。 

③ ベベンンゼゼンン等等の労働者に健康障害を生じさせるおそれのある危険又は有害なものを譲渡又は提供す

る者は、容器又は包装に名名称称、、人人体体にに及及ぼぼすす作作用用、、危危険険有有害害性性をを表表すす標標章章（（絵絵表表示示））等等をを表表示示し、

文書の交付等により相手方に危険性又は有害性に関する事項を通知する必要があります。  

④ 化学物質のうち、通知対象物質等（第第 5566 条条のの製製造造のの許許可可物物質質及及びび労労働働安安全全衛衛生生法法施施行行令令別別表表第第

９９のの物物質）は、必ず危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）を行う必要があります。 

４ 労働者の就業に当たっての措置 

５ 健康の保持増進のための措置 

② 「「特特定定機機械械等等」」以以外外のの危危険険又又はは有有害害なな作作業業をを伴伴うう等等のの一一定定のの機機械械等等は、法法定定のの規規格格、、安安全全装装置置をを

具具備備しなければ譲渡、設置等ができません。 

③ ボイラーその他の機械等は、定期に自主検査を行い、その結果を記録し保存する必要があります。 

また、それらの機械等のうち、ププレレスス機機械械ややフフォォーーククリリフフトト等等のの機機械械は、 

法定の資格者又は検査業者による特特定定自自主主検検査査を行う必要があります。 
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（（２２））健健康康診診断断（（第第 6666 条条））      ＊詳しくは、４５ページをご参照ください。  

事業者は、労働者に、雇雇入入れれ時時やや 11 年年以以内内ごごととにに 11 回回、、定定期期にに健康診断を行う必要があります。 

また、深深夜夜業業ななどどのの特特定定業業務務従従事事者者に、66 かか月月以以内内ごごととにに 11 回回、、定定期期にに健康診断を行う必要があ 

ります。 
（（３３））スストトレレススチチェェッックク（（第第 6666 条条のの 1100））＊詳しくは、４７ページをご参照ください。

事業者は、労働者に、１１年年以以内内ごごととにに１１回回、医師、保健師等による心心理理的的なな負負

担担のの程程度度をを把把握握すするるたためめのの検検査査を行う必要があります。（※ 労働者５０人未満

の事業場は当分の間は努力義務） 
（（４４））受受動動喫喫煙煙のの防防止止（（第第 6688 条条のの 22））  

事業者は、労働者の受動喫煙を防止するための措置を行うよう努める必要があります。 
（（１１））労労働働者者死死傷傷病病報報告告（（第第 110000 条条））  

事業者は、労働災害により、死亡し、又は休業した時は、遅滞なく様式第 23 号による報告書を所轄

労働基準監督署長に提出する必要があります。 

休業の日数が 4 日に満たないときは、四半期ごとにその翌月の末までに、様式第２４号による報告

書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。 

 

（（２２））そそのの他他のの報報告告（（第第 110000 条条）） 

事業者は、安全・衛生管理者等の選任、健康診断結果等を報告する必要があります。 

６ 報告等 

７ その他 

44 

（（１１））計計画画のの届届出出（（第第 8888 条条））  

事業者は、下記の計画を事前に届け出る必要があります。 

① 危険又は有害な作業を伴う機械の設置、移転等の計画（工工事事 3300 日日前前ままででに労働基準監督署長に届出）

②  建設業又は土石採取業の仕事の計画（工工事事 1144 日日前前ままででに労働基準監督署長に届出） 

③ 特に大規模な建設業の工事の計画（工工事事 3300 日日前前ままででに厚生労働大臣に届出） 
（（２２））法法令令等等のの周周知知（（第第 110011 条条）） 

事業者は、労働安全衛生法、そのほか関係政省令の要旨を作業場の見やすい場所に掲示する等に

より、労働者に周知する必要があります。 

（（３３））書書類類のの保保存存（（第第 110033 条条））  

事業者は、労働安全衛生法に基づく特別教育の実施記録、健康診断結果、定期自主検査の実施記

録、作業環境測定の結果などの書類を一定期間保存する必要があります。 
必ず、労働安全衛生法 

労働安全衛生法施行令 

労働安全衛生規則 

等をチェックしてね！ 

労働安全衛生法 検検  索索  
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事業者は、１年以内ごとに１回、定期に、健康診断を実施しなければなりません。 

 また、新しく労働者を雇い入れるときは、雇入れの直前又は直後に健康診断を実施しなけ

ればなりません。 

なお、雇入れ時の健康診断は、適正配置や入職後の健康管理のためのもので、採用選考の

ためのものではありません。 

 

 

深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び

６か月以内ごとに１回、定期に、健康診断を実施しなければなりません。 

 ただし、胸部エックス線検査については、1 年以内ごとに１回、定期に行えば足ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※有機溶剤、特定化学物質、鉛、電離放射線、粉じん作業などに従事する労働者については、

別途省令等で特殊健康診断の実施が義務づけられています。 

※「深夜業を含む業務」とは、常態として深夜業（２２時から翌朝５時）を１週１回以上又

は１か月に４回以上行う業務をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

定定期期健健康康診診断断（（労労働働安安全全衛衛生生規規則則第第４４４４条条））    

  雇雇入入時時のの健健康康診診断断（（労労働働安安全全衛衛生生規規則則第第４４３３条条））

８ 健康診断（労働安全衛生法第６６条）

特特定定業業務務従従事事者者にに対対すするる健健康康診診断断（（労労働働安安全全衛衛生生規規則則第第４４５５条条））  
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イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著し

く暑熱な場所における業務 

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著し

く寒冷な場所における業務 

ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有

害放射線にさらされる業務 

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著し

く飛散する場所における業務 

ホ 異常気圧下における業務 

ヘ さく岩機、鋲打ち機等の使用によって、身

体に著しい振動を与える業務 

ト 重量物の取扱い等重激な業務 

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所にお

ける業務 

リ 坑内における業務 

ヌ 深夜業を含む業務 

ル 水銀、ヒ素、黄りん、フッ化水素酸、塩酸、硝

酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他

これらに準ずる有害物を取り扱う業務 

ヲ 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄りん、フッ化水素、

塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、

二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他

これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じん

を発散する場所における業務 

ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 

カ その他厚生労働大臣が定める業務（未制定） 

特特定定業業務務ととはは  

（注）労働者数 50 名以上の事業場については、遅滞なく定期健康診断結果報告書を提出
することが法令で義務づけられています。 

  ≪雇入時の健康診断は、結果報告の必要はありません≫ 

定定期期健健康康診診断断等等のの結結果果のの情情報報提提供供ななどど  
事業者において定期健康診断等を適切に実施するとともに「事業者」から「保険者」

に定期健康診断等の結果を迅速かつ確実に情報提供することが必要です。 

（令和２年 12 月 23 日 基発 1223 第５号）
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Ⅴ パートタイム労働者・有期雇用労働者の

雇用管理について
パパーートトタタイイムム・・有有期期雇雇用用労労働働法法（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律）は、

パートタイム労働者及び有期雇用労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整

備するため、適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者との均等・均衡待遇の確保、通常の労

働者への転換の推進などを図っています。

パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者は、パパーートトタタイイムム労労働働者者及び有有期期雇雇用用労労働働者者です。

◆【パートタイム労働者（短時間労働者）の定義】

「１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて

短い労働者」です。

◆【有期雇用労働者の定義】

事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。

◆【通常の労働者の定義】

いわゆる正規型の労働者と無期雇用フルタイム労働者（事業主と期間の定めのない労働契約を締結して

いるフルタイム労働者）をいいます。なお、パートタイム労働者に該当するかどうかは、同種の業務に従

事する通常の労働者と比較して判断します。

≪≪ １１．．法法のの対対象象ととななるる労労働働者者ととはは ≫≫
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≪≪ ２２．．パパーートトタタイイムム・・有有期期雇雇用用労労働働法法のの概概要要 ≫≫

１ 労働条件に関する文書の交付等（第6条）

事業主は、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに「昇給の有無」、「退職

手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を文書の交付等により明示しなければなりません。

※労働基準法（第15条）では、パートタイム労働者・有期雇用労働者も含めて、労働者を雇い入れる際

に、労働条件を明示することが事業主に義務づけられていますが、パートタイム・有期雇用労働法では
それらに加えて上記４項目について文書などによる明示が義務づけられています。

（１）事業主は、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに実施する雇用管理の改

善措置の内容を説明しなければなりません。

（２）事業主は、その雇用するパートタイム・有期雇用労働者から求めがあったときは、その待遇を決

定するに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。

（３）事業主は、パートタイム・有期雇用労働者が（２）の求めをしたことを理由として、解雇その他

不利益取扱いをしてはなりません。

事業主は、パートタイム・有期雇用労働者からの苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制を整備

しなければなりません。

２ 事業主が講ずる措置の内容等の説明（第１４条）

３ 相談のための体制の整備（第１6条）
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４ 均等・均衡待遇の確保の推進（第８条ほか）

（（１１））不不合合理理なな待待遇遇のの禁禁止止（（第第８８条条））
事業主は、雇用するパートタイム・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇それぞれについ
て、その待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、パートタイム・有期雇用労働者と
通常の労働者の「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲（人材活用の仕組みや運用な
ど）」、「その他の事情」のうち、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを
考慮して、不合理と認められる相違を設けてはなりません。
いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる
考え方と具体例を示す指針「同同一一労労働働同同一一賃賃金金ガガイイドドラライインン」が策定されています。

（（３３））賃賃金金((基基本本給給、、賞賞与与、、役役付付手手当当等等))のの決決定定ににつついいてて（（第第１１００条条））

事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム・有期雇用労働者の職
務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金（基本給、賞与、役付手当等）
を決定するよう努めなければなりません。
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（詳しくはこちら）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

◆パートタイム・有期雇用労働法第8条は私法上の効力のある規定であり、同条に違反する待
遇の相違は無効となり、損害賠償が認められ得るものと考えられます。同条に違反する場合
であっても、同条の効力により、パートタイム・有期雇用労働者の待遇が通常の労働者と同
一になるものではないと考えられます（個別の事案によります）。

（（２２））差差別別的的取取扱扱いいのの禁禁止止（（第第９９条条））
事業主は、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲（人材活用の仕組みや運用など）が通常
の労働者と同じパートタイム・有期雇用労働者については、すべての待遇について、パートタイ
ム・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いをしてはなりません。

◆「待遇」とは、基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生施設（給食施設、休憩室、
更衣室）、教育訓練、休暇などの、すべての待遇をいいます。

◆「その他の事情」には、職務の成果、能力、経験、事業主と労働組合との交渉の経緯など
が考えられます。

５ 通常の労働者への転換（第１３条）

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム・有期雇用労働者につ
いて、次のいずれかの措置を講じなければなりません。

①通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者に
周知する。
②通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者にも応
募機会を与える。
③パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度
を導入する。
④その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる。
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― 職場で熱中症による死亡者ゼロを目指して ―

大阪府内では、職場における熱中症の
死亡災害が毎年のように発生しています。

令和３年は、死傷者数は減少したもの
の、死亡者数は２人となりました。

大阪労働局では、労働災害防止団体などと連携して、職場における熱中症の予防のために

を展開し、重点的な取組を進めています。

各事業場においては、事業者、労働者が協力して、熱中症予防対策に取り組みましょう！
なお、「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」については、期間ごとの実施事項に重点的

に取り組むことに加え、死亡者を出さないために、少しでも異変を感じたら病院へ運ぶまでは一人
きりにしないといった適切な措置を講じるようお願いいたします。

熱中症とは、高温多湿な環境下において、体
内の水分及び塩分のバランスが崩れたり、体内

の調整機能が破綻するなどして発症する障害の

総称で、めまい、こむらがえり等の症状や重症

では死にいたることもあります。

（重点取組期間７月）

異常時の措置
・熱中症は、短時間で容体が急変します。あらかじめ、近くの病院の場所を確認

しておき、異常を認めたときはすぐに病院へ運ぶか、救急車を呼びましょう。
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熱中症による労働災害発生状況

死亡者数 休業４日以上

事業場で実施すべき事項

事業場では、期間ごとに次の事項に重点的に取り組んで下さい。確実に実施したか確認しましょう ☑

熱 中 症 予 防 対 策

マスク着用時の注意点 ： マスク着用により熱中症のリスクは高まります！ 屋外で人と十分な距離（少なくとも2m

以上）が確保できる場合で、大声を出す必要がないときは、マスクを外すよう周知しましょう。



℃

熱 中 症 予 防 対 策

大阪労働局・各労働基準監督署
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/

Ｒ４.4











 職場での腰痛により４日以上休業する方は年間4000人以上で、うち社会福祉施設では約1000人、 

医療保健業では約350人で合わせて３割を占めます。特に、社会福祉施設での腰痛発生件数は大きく  

増加しています。 

 看護･介護作業を行う者（以下「看護・介護者」）の腰痛予防に施設全体として取組むことは、 

看護･介護者の健康のみならず、看護・介護の対象となる人（以下「対象者」）の安全確保、看護・

介護の質の向上、人材確保にもつながるものです。  

 厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」において、福祉・医療分野等における看護・  

介護作業※も対象として、腰に負担の少ない介助方法などを示しています。 

 その概要を示しますので、各施設で組織的な腰痛予防対策の取組みをお願いします。 

   
   ※福祉・医療分野等における看護・介護作業には、高齢者介護施設、障害児者施設、保育所等の社会福祉施設、 
    医療機関、訪問看護・介護、特別支援学校での教育等における看護・介護作業等が含まれます。 

 
 
        
 ① 施設長等のトップが､腰痛予防対策に取組む方針を表明し、対策実施 
   組織を作りましょう。（→ポイント３） 
  
 ② 対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿勢、重量などの 
       観点から、腰痛発生リスクを評価しましょう。（→ポイント１） 
  
 ③ 腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスクの回避・低減措置を 
   検討し実施しましょう。健康管理、教育にも取組みましょう。 
   （→ポイント２） 
 

 
  ポイント１．腰痛発生に関与する要因の把握及びリスクの評価・見積り 
 
 腰痛の発生に関与する要因を把握し、看護・介護におけるそれぞれの介助作業について腰痛発生  
 のリスクを見積もる。 
 

（１） 腰痛発生に関与する要因として、対象者の要因、看護・介護者の個人的要因、福祉用具の 

   状況、作業姿勢・動作の要因（抱上げ、不自然・不安定な姿勢）、作業環境の要因（温湿度、 

   照明、段差、作業空間）などがある。 

    このうち、対象者の要因については、各施設で作成している日常生活動作（ADL）、介助 

   の程度などについての評価（アセスメント）シートを活用することができる。 
 

（２） 対象者ごとの一つ一つの看護・介護作業について、上記の腰痛発生要因を考慮しながら、 

   腰痛発生のリスクを「高い」「中程度」「低い」などと見積もる。 

      腰痛発生リスクの見積りは、できるだけ多くの作業について行うのがよいが、少なくとも、  

   重い腰痛の発生した作業や多くの労働者が腰痛を訴える作業については、もれなく対象とす 

       ること。   

    この際、腰痛予防対策チェックリスト（表1）を活用するとよい。 

    対象者それぞれについて、ADL・介助の程度などが異なるので、チェックリストは対象者 

   一人一人について作成する。 

社会福祉施設、医療施設を運営する事業主の皆さまへ 

看護・介護作業による腰痛を予防しましょう 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

腰痛予防対策のポイント 



                                              
  ポイント２．リスクの回避･低減措置の検討・実施  
 

ポイント１で評価したリスクの大きさや緊急性を考慮し、リスクの回避・低減の優先度を判断して、 

腰痛の発生要因に的確に対処するための次のような対策を検討・実施する。 

(1) 対象者の日常生活動作能力を把握し、介助への協力を得る 

   対象者が看護・介護者の手や手すりをつかむ、身体を近づけてくれるなど、可能な範囲で協力 

  してくれることにより、看護・介護者の負担は軽減される。 

(2) 福祉用具（機器・道具）を積極的に利用すること 

   スライディングシート、スライディングボード、リフト、スタンディングマシ－ン等を対象者 

  の状態に合わせて活用すること。 

(3) 作業姿勢・動作の見直し 

   イ 抱上げ 

    原則として、人力による人の抱上げは行わず、介助が必要な場合にはリフトやスライディン 

     グボードなどを使用し、対象者に適した方法で移乗・移動介助を行うこと。 

   ロ 不自然な姿勢 

   不自然な姿勢による腰への負担を回避・改善するため、次のような改善方法をとること。 

  (ｲ) 対象者に体を近づけて作業する。 

  (ﾛ) ベッドや作業台等の高さを調節する。 

  (ﾊ) 靴を履かせるなどの低いところでの作業は、膝を曲げてしゃがむか片膝をつく。 

  (ﾆ) 対象者に対して看護・介護者が正面を向いて作業できるよう体の向きを変える。 

(4) 作業の実施体制 

  看護・介護者の数は適正に配置し、負担の大きい業務が特定の看護・介護者に集中しないよう 

 配慮すること。 

(5) 作業標準の策定 

   作業負担が小さく効率良く作業するための作業手順等をまとめた作業標準を作成すること。 

  作業標準は、介助の種類ごとに作成し、対象者の状態別に、作業手順、利用する福祉用具、人数、 

  役割分担などを明記する。ベッドから車いすへの移乗介助の手順例を第４面に示す。 

(6) 休憩、作業の組合せ 

   適宜、休憩時間を設け、その時間にはストレッチングや安楽な姿勢が取れるようにすること。 

  また、作業時間中にも、小休止・休息が取れるようにすること。 

(7) 作業環境の整備 

   イ 寒さや看護・介護者の体が濡れた場合の冷え等が腰痛の発生リスクを高めるため、作業に 

    適した温湿度に調節すること。また、作業場所等の形状が明瞭にわかるように、適切な照度 
    を保つこと。  

 
表1  「介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト」の記入例 



  

   ロ 通路及び各部屋には車いすやストレッチャー等の移動の障害となるような段差等を設けない 

        こと。 

       また、それらの移動を妨げないように、機器や設備の配置を考えること。 

   ハ 部屋や通路は、介助動作に支障がないように十分な広さを確保すること。また、介助に必要 

        な福祉用具は、出し入れしやすく使用しやすい場所に収納すること。 

   ニ 疲労からの回復を図れるよう、快適な休憩室や仮眠室を設けること。 

   ホ 対象者の家庭が職場となる訪問看護・介護では、腰痛予防の対応策への理解を得られるよう、 

    事業者が家族等に説明すること。 

(8) 健康管理 

   イ 健康診断 

     看護・介護者全員に対し、配置時及び定期的（６か月以内に１回）に腰痛の健康診断を行う 

    こと。 

       医師の意見を聴き、作業者の腰痛の状況・程度に応じて、作業体制・方法の改善、作業時間 

        の短縮などを検討する。特に長時間労働や夜勤に従事し、腰部に著しく負担を感じている者に 

        は、勤務形態の見直しなど就労上の措置を検討すること。 

   ロ 腰痛予防体操 

    筋疲労回復、柔軟性向上を目的として、ストレッチを中心とした腰痛予防体操を行うこと。 

(9) 労働衛生教育等 

   イ 腰痛予防のための教育・訓練 

       看護・介護者に対して、腰痛の発生要因と回避・低減措置（腰部への負担の少ない看護・介 

        護技術、福祉用具の使用方法等）について定期的に教育･訓練を行うこと。 

   ロ 協力体制 

       腰痛を有する看護・介護者及び腰痛による休業から職場復帰する者に対して、組織的に支援 

        できるようにすること。 

 

   ポイント３．腰痛予防対策実施組織 
  

 組織内に腰痛予防対策チームを設置し、腰痛予防のためのリスクの評価と低減、看護・介護者 

 への教育活動などを行う。    
               

   社会福祉施設・医療施設で腰痛予防の取組みを進めるためには、院長・施設長等のトップが腰痛 

  予防対策に取り組む方針を表明し、看護部門、介護部門等が腰痛予防に取り組む明確な意志を持ち、

継続した活動と活動経験の蓄積が必要である。そのため、衛生委員会の下に腰痛予防対策チームを

編成して、リスクアセスメントの実施、リスク低減策の立案とその評価、福祉用具の使用に関する

研修その他全員に対する教育などの活動に取り組むこと。（下図参照）  

 

  
 
  

腰痛予防対策実施組織図の例 

院長・施設長 
衛生委員会 産業医 

腰痛予防対策チーム 
○腰痛予防リーダー 
  フロア・病棟（ユニット）リーダー 
  衛生管理者等産業保健スタッフ 



介護腰痛　チェックリスト 検索

腰痛予防指針 検索

無料　腰痛予防 検索

もっと詳しく 
 
介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト 
  
職場における腰痛予防対策指針          
 
看護・介護従事者の腰痛予防対策講習会（中災防：無料）          

作成： 中央労働災害防止協会 
   平成26年度厚生労働省委託事業「第三次産業労働災害防止対策支援事業(保健衛生業)」受託事業者 

    
 

まず、対象者に車椅子移乗を説明し、同意を得るとともに協力を依頼する。協力を得る

ことで、看護・介護者の負担が軽減できる。 

 

１ 床頭台等のベッド周りの備品をベッドから離したり、ベッドをずらしたりして、必要な作業空間 

 を確保する。 

２ 車椅子の移乗方向の足台を取り外し、ベッドサイドにぴったりと横付けし、ブレーキをかける。 

３ ベッドの高さ調節を行い、移乗先の方が数cm低くなるようにする。ベッドから車椅子の場合はベ 

 ッドを上げ、逆に車椅子からベッドの場合はベッドを下げる。 

４ 車椅子の肘掛を跳ね上げる。 

５ 看護・介護者は、対象者の前方に向かい合い、移乗方向側の対象者の臀部の下にボードの一端を 

 座骨結節が乗るまで差し込む。対象者の上体を移乗方向と反対側に傾けると、臀部が浮き差し込み 

 やすくなる。必ず、対象者の、傾ける側の身体を支えながら行うようにする。 

６ ボードの反対側を移乗先に置く（15cm程度はかかるように）。 

７ 看護・介護者は、対象者の前方で、車椅子とベッドにかかったボードに向き合うようにして、腰 

 を落として低い姿勢をとる。このとき、移乗先側の片膝をつくと、腰の負担が減る。 

８ 看護・介護者は、対象者の体幹が前方に軽く屈曲するように誘導する。対象者が腕や上体を軽く 

 看護・介護者に預けるようにすると、身体が前に傾く。対象者の座位保持が不安定な場合は、移乗 

 先の手すりまたは肘掛けを片手で持つように誘導してもよい。 

９ 看護・介護者は、移乗先と反対側の手で、被介助者の横臀部を進行方向に軽く押して、臀部を移 

 乗先に移らせる。 

10 対象者の臀部が完全に移乗先に乗ったら、ボードを外し、体幹がまっすぐ立つように誘導する。 

 移乗先が車椅子の場合は、肘掛けを定位置に下げるのを忘れないこと。 

11 車椅子シートに深く座るための介助 

  対象者の体幹をやや前傾した状態で、左右交互に傾けて荷重を片側の臀部にかけ、次に荷重がか 

 かっていない臀部の膝を車椅子背もたれ方向へ押すことで深く座ることができる。滑りにくい座面 

 の場合は、片側のみスライディングシートを座面に敷き、同様に膝を押すことで滑りやすくなり深 

 く座ることができる。  

 

 

 

 

  

作業標準の例 

スライディングボードを用いたベッドから車椅子への移乗 

（自力での横移動が困難な対象者を移乗介助する場合の手順例） 

 

　もっと詳しく・・・


















